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　日中、仕事などで市税を納めることができない方
のために、夜間納税窓口を開設します。
　また、諸事情により市税を納めることが困難な方
のために納税相談窓口も併せて開設しますので、お
気軽にご来庁ください。

●日時／ 9 月28 日（金）17：15 ～ 19：00
　※開設時間に都合がつかない場合は、事前にご連
　絡ください。
●場所／税務課、角館・西木地域センター
●問合せ／税務課（田沢湖庁舎）　 43-1117
　※多重債務に関する相談も随時行っていますので、
　ご遠慮なく来庁またはご連絡ください。
◆平成 24 年 10 月 1 日納期限の税目は下記のとおり
　です。口座振替日も納期限と同日ですので、前日
　まで通帳の残高をご確認ください。
　・固定資産税税第 3 期　・国民健康保険税第 3 期
　・後期高齢者医療保険料（普通徴収）第 3 期

９月２８日
夜間納税窓口開設のお知らせ

【震災対応事業】
　応募は、東日本震災求職者および平成 23 年 3 月
11 日以降に離職された仙北市民の方限定とします。
採用については被災求職者の方が優先されます。
　また、緊急雇用を面接する場合はハローワークの
紹介状とハローワーク指定の履歴書が必要です。
●担当課／文化財課　 43-3384
●募集業種／公開管理業務
●事業名／【旧石黒（恵）家公開管理事業】
●内容／仙北市旧石黒（恵）家の管理業務全般・来
　訪者への案内対応ほか
●雇用予定期間／ 10月 1 日から 6 カ月
●募集予定期間／ 9月20日（木）まで
●面接日時・会場／ 9 月 24 日（月）13：30 ～
　仙北市役所角館庁舎
　なお、仙北市緊急雇用の雇用期間は、平成 21 年度
から通算して 1 年以内です。1 年を経過している方
は応募することができません。また、緊急雇用は重
複しての応募はできませんのでご了承ください。

仙北市緊急雇用対策
臨時職員を募集します

　下記の日程で漏水調査を行います。調査員が訪問
し宅地内に立ち入りますので、ご迷惑をお掛けしま
すがご協力をお願いします。また、日中の交通車両
の往来に伴い、交通事故防止と騒音を避けるため夜
間に公道路面の調査を実施する場合があります。
●調査区域／角館町上水道区域・西明寺地区簡易水
　道区域
●調査期間／ 9月18日（火）～ 11月30日（金）まで
●委託業者名／フジ地中情報株式会社　北東北支店
　なお、調査員は身分証を携帯していますので、不
　審と思われた時には身分証の提示を求めてくださ
　い。家屋内の調査等は行っていませんので、ご協
　力をお願いします。
●問合せ／企業局工務課（角館町小勝田鵜ノ崎）
　 54-2390

水道漏水調査のお知らせ
　市では、田沢湖田沢地区・西木町桧木内地区に光
ケーブルの敷設工事を予定し、間もなく工事に取り
かかります。また、上記地域の他にもＮＴＴ東日本
による光ケーブル敷設工事も行われる予定です。
　道路の片側通行や工事車両の往来、作業員の宅地
への立ち入り、騒音などが予想されます。また、光ケー
ブル敷設の際に支障となる立木の枝の軽微な伐採も
行われます。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。
●問合せ／総合情報センター（角館町田町上丁）
　 43-3339

※フレッツ光関係の相談・申込は…
・ＮＴＴ東日本秋田　県南支店
　 0120-63-8841（平日の 9：00 ～ 17：30）

・ＮＴＴ東日本秋田ホームページ 
　URL： http://www.ntt-east.co.jp/akita/
へお願いします。

田沢地区・桧木内地区
光ケーブル敷設工事のお知らせ

 　
　市では、協働によるまちづくり基本条例の施行に伴い、市民等団体が実
施するまちづくり事業に対し補助金を交付する事業を新設しています。
　8 月から事業を公募していますが、さらに応募期間を延長しますのでお
知らせします。平成 24 年度は 3 件の採択を予定しています。

「協働によるまちづくり提案型補助金事業」のご案内
まちづくり活動を応援！

【補助対象事業】
    市民等団体が地域の活性化や地域課題の解決に向け、自ら企画し実施するま
ちづくり事業

　例えば…
　　 ・環境美化活動や安心・安全な地域環境を整備する事業
　　・地域に伝わる芸能や文化など地域住民の活動を通じて、地域の芸能等を  
　　　継承し伸長させる事業
　　・イベントなどを通して地域の連携を強化し、地域内の交流を促進するた
　　　めの事業　など
　この他にも、さまざまな事業が可能ですので、遠慮なくご相談ください。

【対象団体】
①市民の福祉向上および利益の推進を目的とする非営利の団体で、
　5 人以上で構成されている団体
②活動拠点を市内に有し、市内で活動を行なっている団体
③規約、会則等があり、適正に会計処理が行なわれている団体
※地域運営体は対象外です。また、次の団体は除きます。
　（１）特定の宗教のための活動またはそれに反対する活動を目的とする団体
　（２）特定の政党について、支持または反対する活動を目的とする団体
　（３）特定の公職の候補者または公職にある者に対し、支持または反対する
　　　　活動を目的とする団体
　（４）公の秩序を乱し、もしくは不当な行為など法に違反する団体

【補助金の額】
補助金対象経費総額の 2/3 とし、30万円を上限とします。

【事業の公募】

公募期間：9月 18日（火）～ 10月 18日（木）まで
※「仙北市協働によるまちづくり提案型補助金事業」募集要項を市ホームページに掲示します。
また、各庁舎地域センターと各出張所にも設置します。

詳細についてはお問い合わせください。

【問合せ】
企画政策課　政策推進係（田沢湖庁舎２階）

43-1112  FAX 43-1300    E-mail  seisaku@city.semboku.akita.jp
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総務課　 43-1111
ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

田沢出張所（サポートセンター）　 43-1351
神代出張所（サポートセンター）　 43-1352
桧木内出張所（サポートセンター）　 48-2001
上桧木内出張所（サポートセンター）　 49-2159 市

役所
からのお知らせ
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田沢湖地域センター（サポートセンター）　 43-1115・43-1147
角館地域センター（サポートセンター）　 43-3309
西木地域センター（サポートセンター）　 43-2200　


